
内閣府（防衛施設庁）の見解等 備　　　　考
・本事務・事業を実施すること
　とした政策上のそもそもの目
　的は何か。

・当該目的が既に達成されてい
　るのではないか。

・本事務・事業を継続的に実施
　しても当該目的の達成が実質
　的に極めて困難となっている
　状況が生じていないか

・当該目的を達成する上で、本
　事務・事業の有効性が低下し
　ている状況が生じていない
　か。

・ ほかに想定される手法の方が
　有効性が高い状況等問題とな
　る状況が生じていないか。

社
会
経
済
情
勢

の
変
化
の
状
況

・本事務・事業をめぐる社会経
　済情勢が、独立行政法人にお
　ける本事務・事業の開始以降
　（それ以前と比較しても可）、
　どのように変化しているか。

・本事務・事業により、どのよ
　うな効果があるか。

・本事務・事業が確実に実施さ
　れない場合、国民生活及び社
　会経済の安定等の公共上の見
　地から、どのような問題が生
　じるか。

・本事務・事業を、国が関与し
　ない業務とした場合、どのよ
　うな問題が生じるか。

（内閣府独立行政法人評価委員会）
駐留軍等労働者の労務管理等事務は、日米安保条約等に基づ

く労務提供義務を果たすためのものである。
独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構(以下｢機構｣とい

う。)の行う、駐留軍等労働者の雇入れ等の人事手続の実施、
給与の計算、福利厚生の実施等の事務は、雇用主である国の行
う事務と一体となって完結するものであり、国の関与は必要で
ある。

１　在日米軍の駐留は、日米安保体制の中核的要素であり、我が国
　及びアジア太平洋地域の平和と安定に大きく貢献しており、在日
　米軍への円滑な労務の提供の維持を図ることは、日米安保体制
　の効果的な運用の確保につながるものである。
２　在日米軍が我が国に駐留するに当たって必要となる労務の需要
　については「日本国の当局の援助を得て充足される」（地位協定
　第１２条第４項）こととされている。
　　これを受け、日本政府（防衛施設庁）は、駐留軍等労働者を雇
　用し、その労務を在日米軍に提供し、在日米軍は駐留軍等労働
　者を使用する、いわゆる「間接雇用方式」による労務管理を行っ
　ている。
　　この駐留軍等労働者の労務管理等事務は、日米安保条約等に基
　づき我が国が負っている労務提供義務を果たすためのものであ
　る。
３　労務管理等事務の独立行政法人化に係る経緯
　(1) 駐留軍等労働者の労務管理等事務については、平成１２年３
　　　月まで、国（防衛施設庁）は雇用主としての立場から、在日
　　　米軍との給与等の勤務条件を定めた労務提供契約の締結、
　　　勤務条件に係る施策の立案、所要経費の概算要求等の事務
　　　を、また、関係都県知事は機関委任事務として、個々の駐留
　　　軍等労働者の雇入れ、人事の実施、給与の支給、福利厚生
　　　の実施等に関する事務を実施していた。
　(2) 機関委任事務として関係都県知事が実施していた事務につい
　　　ては、地方分権推進計画（平成１０年５月２９日閣議決定）
　　　において、日米安保条約等に基づき我が国が負っている労務
　　　提供義務を果たすための事務であることから、国と地方公共
　　　団体との役割分担を明確にするため、国の直接執行事務とし
　　　て整理された。
　(3) 平成１１年７月１６日に公布された地方分権の推進を図るた
　　　めの関係法律の整備等に関する法律において、機関委任事
　　　務が廃止（平成１２年４月１日施行）されることとなった。
　　　その際、労務管理等事務の国による直接執行事務化に当たっ
　　　ては、これらの事務を処理するための新たな体制の整備及び
　　　これに伴う関係都県との調整に期間を要することから、その
　　　ための経過措置として、平成１４年３月３１日までの間は、
　　　一部の事務が関係都県において法定受託事務として処理され
　　　た。
　(4) 機関委任事務廃止後の新たな事務処理体制の整備に当たって
　　　は、日米安保条約等に基づく労務提供義務が確実に履行され
　　　ること、国が雇用主としての立場を維持しつつ円滑な労務提
　　　供を行えること、及び労務管理等事務をそれまで処理してい
　　　た都県から円滑に引き継げることを前提として、独立行政法
　　　人を活用することが適切であると判断された。
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内閣府（防衛施設庁）の見解等 備　　　　考項　　　　目
・本事務・事業の本来の利用者、
　顧客、受益者等は誰か。

・本事務・事業は、利用者、顧
　客、受益者等の具体的なニー
　ズ等に沿ったものとなってい
　るか。
・本事務・事業について、実態
　上、利用者、顧客、受益者等
　の範囲が極めて狭い範囲のも
　のとなっている状況が生じて
　いないか。

・本事務・事業について、特定
　の利用者、顧客、受益者等を
　過度に優遇するものとなって
　いるその他問題となる状況が
　生じていないか。

・本事務・事業を制度的な独占
　により行うことにより、どの
　ような効果があるか。

・本事務・事業を、ほかの主体
　と競争的に行う事務・事業と
　する場合、どのような問題が
　生じるか。

・本事務・事業を、ほかの主体
　で行われない場合にのみ行う
　補完的な事務・事業とする場
　合、どのような問題が生じる
　か。
・その他、本事務・事業への参
　入を認めた場合、どのような
　問題が生じるか。

　(5) 労務管理等事務の独立行政法人化に当たっては、国の直接
　　　執行事務とされたもののうち在日米軍との給与等の勤務条件
　　　を定めた労務提供契約の締結、所要経費の概算要求等の事
　　　務については国が自ら実施し、個々の労働者の労務管理等
　　　事務のうち雇用主として国が自ら実施しなければならない事
　　　務（労働契約の締結、人事の決定、給与支給額の決定等）を
　　　除く実施事務（人事の手続の実施、給与の計算、福利厚生の
　　　実施等）については独立行政法人に行わせることとした。こ
　　　れにより、独立行政法人は労務管理等に係る実施事務を独
　　　占的に実施することとなった。
４　かかる労務管理等事務の一部を実施する独立行政法人駐留軍
　等労働者労務管理機構（以下「機構」という。）の行う個々の駐
　留軍等労働者の雇入れ等の人事の手続の実施、給与の計算及び
　福利厚生の実施等の事務は、雇用主である国の行う事務と一体と
　なって完結するものであり、国の関与は必要である。

（内閣府独立行政法人評価委員会）
労務管理等事務は、我が国が確実に行わなければならない条

約に基づく重要な国の責務である。
機構はその事務の一部を所掌しているところ、その事務処理

に当たっては、防衛施設庁と緊密な連携を保ちつつ安定的に処
理されなければ、在日米軍への円滑な労務の提供に支障を生じ
るおそれがあるため、機構において一元的に処理されるべきも
のである。

機構の処理する労務管理等事務は、雇用主である国との緊密な連
携の下、一体となって処理することにより、在日米軍への円滑な労
務提供の維持が図られ、もって日米安保体制の効果的な運用の確保
に寄与しているところである。労務管理等事務は、国と機構が一体
となって処理する必要がある。
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内閣府（防衛施設庁）の見解等 備　　　　考項　　　　目
・本独立行政法人の設立目的は
　何か。

・本事務・事業と設立目的はど
　のように対応しているか。

・本事務・事業を、本独立行政
　法人のほかの事務及び事業と
　一体的に行うことによりどの
　ような効果があるか。

・本事務・事業を、本独立行政
　法人のほかの事務及び事業と
　一体的に行わないこととした
　場合、どのような問題が生じ
　るか。

・本事務・事業を担う独立行政
　法人の財務状況は、当該独立
　行政法人の設立時以降（それ
　以前と比較しても可）、どの
　ように変化しているか。

・本事務・事業は、独立行政法
　人の財務状況にどのような影
　響を与えてきているか。

・本事務・事業の実施により、
　最終的に国民負担に帰する独
　立行政法人の行政サービス実
　施コストが大幅に増大してい
　る、又は大幅に減少している
　といった状況が生じていない
　か。
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（内閣府独立行政法人評価委員会）
機構が実施する事務は、国自ら実施する事務と不可分の関係

にあり、防衛施設庁や在日米軍との緊密な調整により、円滑な
労務の提供が行われていると評価している。
労務管理等事務の実施を国家公務員型の独立行政法人をもっ

て行うことは、我が国が負っている労務提供義務の履行を安定
的に、かつ、確実に実施することを担保しており、この事務の
実施を民間その他の実施主体に委ねる理由は見当たらない。

１　機構は、駐留軍等労働者の雇入れ等の人事の手続の実施、給与
　の計算及び福利厚生の実施等の事務を行うことにより、在日米軍
　に必要な労働力の確保を図ることを目的としている。
２　労務管理等事務のうち、労務提供義務を果たすための企画立案
　事務及び雇用主として実施する労働契約の締結、人事の決定等の
　事務については国が自ら実施し、個々の駐留軍等労働者の雇入
　れ、人事の実施等の手続に係る事務は独立行政法人として機構

が実施するという現行体制は、国が雇用主としての立場を維持
し、
　その事務及び事業の減量、効率化を図りつつ労務提供義務を確
　実に履行していくという観点から構築したものであり、機構が実
　施する事務は、国自ら実施する事務と不可分の関係にある。
３　機構は、労務管理の対象となる駐留軍等労働者が在日米軍の
　施設・区域という特殊な環境下で勤務する状況にあることをも踏
　まえ、防衛施設庁や在日米軍と緊密な調整を図ることにより円滑
　な労務の提供を行っている。
４　労務管理等事務は、労務提供義務を果たすために確実に履行
　すべきものであり、この事務の性格上、労務提供義務の確実な
　履行が担保されず、万が一にもその実施が困難となり日米間の
　信頼関係を損なうような事態を生じさせてはならない。また、こ
　の事務を実施する職員は、争議権を持たず、かつ、厳格な守秘
　義務を課せられた国家公務員が担当する必要がある。
５　労務管理等事務の実施を国家公務員型の独立行政法人をもっ
　て行うことは、我が国が負っている労務提供義務の履行を安定的
　に、かつ、確実に実施することを担保しており、この事務の実施
　を民間その他の実施主体に委ねる理由は見当たらない。
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内閣府（防衛施設庁）の見解等 備　　　　考項　　　　目
・国、本事務・事業を担う独立
　行政法人、本事務・事業と関
　連する又はそれと類似する国
　の事務・事業を担っているそ
　の他の主体（民間、地方公共
　団体、独立行政法人等）の間
　の分担関係は、制度的、質的、
　量的にどのようになっている
　か。

・当該分担関係は、独立行政法
　人における本事務・事業の開
　始以降（それ以前と比較して
　も可）どのように変化してい
　るか。

・現行の分担関係には、どのよ
　うな効果があるか。

・本事務・事業について国と本
　独立行政法人との間の分担関
　係を改める、本独立行政法人
　とその他の主体との間の分担
　関係を改めるなど、現行の分
　担関係を見直した場合、どの
　ような問題が生じるか。

・本事務・事業を独立行政法人
　という組織形態が引き続き担
　うこととすることにより、ど
　のような効果があるか。

・本事務・事業を、国が一定の
　関与を行いつつ、民間の主体、
　地方公共団体その他の主体に
　委ねた場合又は国が直接行う
　事務・事業とした場合、どの
　ような問題が生じるか。
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内閣府（防衛施設庁）の見解等 備　　　　考項　　　　目
・（特定独立行政法人の場合）
　本事務及び事業をなぜ公務員
　が担う必要があるのか。

・（特定独立行政法人の場合）
　公務員が担うことにより、ど
　のような効果があるのか。

・（特定独立行政法人の場合）
　公務員以外の者が担当するこ
　ととした場合にどのような問
　題が生じるか。

・本事務・事業について、中期
　目標の策定時に本来期待され
　ていた効率化、質の向上等が
　図られているか。

（内閣府独立行政法人評価委員会）
当委員会における評価で示したとおり、期待された効率化、

質の向上等が充分図られている。

・本事務・事業において、独立
　行政法人のトップマネジメン
　トに期待される機能が発揮さ
　れているか。

・本事務・事業を継続的に実施
　し、トップマネジメントが機
　能を発揮したとしても、今後、
　業務の効率化、質の向上等が
　期待できない状況となってい
　ないか。

・本独立行政法人内で本事務・
　事業を管理し、その効率化、
　質の向上等を図っていくため
　に、どのような指標が用いら
　れているか。

・当該指標は、本独立行政法人
　における本事務・事業の開始
　以降（それ以前と比較しても
　可）どのように推移している
　か。
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機構は、新たな組織として設立されて２年余しか経過しておら
ず、この間に、特別援護金制度の創設による駐留軍等労働者の福利
の向上、旅費規則の改正による経費の節減等独立行政法人制度の趣
旨を踏まえた事務の効率化、質の向上を図っており、今後ともこれ
らの点についての充実が期待できる。



内閣府（防衛施設庁）の見解等 備　　　　考項　　　　目
・財務状況については、本事
　務・事業に係るコスト、収益、
　資産効率（独立行政法人会計
　基準に沿って算出した事業収
　益対事業に係る総資産等の指
　標）その他の状況が、当初の
　見通しから相当程度かい離
　し、又は今後継続的にかい離
　する見込みが高くなっていな
　いか。

・本事務・事業はどのようなコ
　スト構造となっており、また、
　当該構造の各区分においてコ
　ストが適切に管理されている
　か。

・本事務・事業に係るコスト等
　の状況は、これと比較可能な
　ほかの独立行政法人、民間そ
　の他の組織の事務・事業と比
　べて、良好であると言えるか。
　比較可能なものをそれぞれ見
　いだすことが困難な場合に
　は、本事務・事業を構成要素
　たる活動に分解し、これと比
　較可能なほかの独立行政法
　人、民間その他の組織の事
　務・事業の構成要素たる活動
　を見いだすよう努め、これと
　比べた場合、良好であると言
　えるか。



内閣府（防衛施設庁）の見解等 備　　　　考項　　　　目
・本事務・事業に係る勘定区分
　には、どのような効果がある
　か

・勘定区分の意義が、勘定の創
　設当初に比べ相当程度変化
　し、存在意義が薄れていない
　か。

・新たな勘定区分を設定する必
　要性が生じていないか。

・利用者、顧客、受益者等から
　本事務・事業に係る対価を徴
　収していない場合、その理由
　は何か。

・本事務・事業について、対価
　を徴収することとした場合、
　どのような問題が発生する
　か。

・本事務・事業について、対価
　を徴収している場合、当該対
　価の水準は適当か。

・本事務・事業について、財務
　内容の改善、国民負担の軽減
　等の観点から、対価の見直し
　が必要となっていないか。
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内閣府（防衛施設庁）の見解等 備　　　　考項　　　　目
・本事務・事業についての過去
　の見直し（独立行政法人によ
　る自主的見直しを含む。）の経
　緯はどのようになっているの
　か。

（内閣府独立行政法人評価委員会）
各年度の業務実績、当委員会の評価及び指摘事項等を踏ま

え、年度計画を策定し、着実に実施していると認められる。

・各見直しのねらいはどのよう
　になっており、当該見直しに
　よって、どのような効果が得
　られたか。

・当該見直しの効果は、社会経
　済情勢の変化に伴い低下して
　いないか。

・本事務・事業についての近年
　の見直しにおいては、どのよ
　うな指標がどのようなウェイ
　ト付けにより考慮されたの
　か。

・当該見直しにより、それらの
　指標がどのように変化した
　か。

事
務
及
び
事
業
の
見
直
し
の
経
緯
の
検
証
に
関
す
る
視
点

駐留軍等労働者の労務管理等事務は、日米安保条約等に基づく我
が国の義務履行に係るものであり、その実施主体については、都道
府県知事による機関委任事務の廃止の後、現在の体制になったもの
である。

機構は、業務の実施に関する各年度の年度計画については、各年
度の業務実績、評価委員会の評価及び指摘事項等を踏まえ、策定
し、実施しているところである。

過
去
の
見
直
し
の
経
緯
及
び
効
果



別　　紙

見直しの時期に係る内閣府評価委員会の意見

見直しの時期に係る内閣府（防衛施設庁）の意見

 機構は新規に創設されて以来、２年数か月の実績しかなく、この２年間は、主として業務処理に必要な基
礎的な業務の仕組みや体制の整備等に努めてきた時期であることを考えると、機構の在り方が細部にわたっ
て現行どおりが最善であるとの結論を現時点で見出すことは適当ではなく、今後、その具体的な効果等を検
証した上で、検討を行う必要がある。このため、独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の中期目標期間
終了時における組織・業務全般の見直しの時期については、当初計画どおり平成17年度に実施することが適
当であると考える。

 内閣府評価委員会の意見と同様、機構は新規に創設されて以来２年数か月の実績しかなく、今後、その具
体的な効果等を検証した上で検討を行う必要があることから、当初計画どおり平成17年度に実施することが
適当であると考える。


